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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月2日(2015.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報の可変表示を行う可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技
者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
　表示結果が導出表示される以前に、特定演出の実行の有無を決定する特定演出実行決定
手段と、
　識別情報と同期して特殊画像を表示する特殊画像表示制御手段とを備え、
　前記特定演出実行決定手段による決定結果にもとづいて異なる割合で、停止表示する識
別情報と同期する前記特殊画像の組み合わせを選択して識別情報の表示制御を行う
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、識別情報の可変表示を行う可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたと
きに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（手段１）本発明による遊技機は、識別情報の可変表示を行う可変表示手段（例えば、
演出表示装置９）に特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに、遊技
者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御する遊技機であって、表示
結果が導出表示される以前に、特定演出（例えば、擬似連）の実行の有無を決定する特定
演出実行決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０における、ステップ
Ｓ１０５を実行することで、擬似連を実行する変動パターンと実行しない変動パターンと
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から、一の変動パターンを選択する部分）と、識別情報と同期して特殊画像（例えば、特
殊画像３５００）を表示する特殊画像表示制御手段（例えば、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１００における、ステップＳ５０４において特殊画像に応じたプロセステーブルを
選択し、ステップＳ５０６，Ｓ８４４において該プロセステーブルにおけるプロセスデー
タの内容にしたがって演出表示装置９を制御する部分）とを備え、特定演出実行決定手段
による決定結果にもとづいて異なる割合で、停止表示する識別情報と同期する特殊画像の
組み合わせ（例えば、成功組み合わせ）を選択して識別情報の表示制御を行う（例えば、
図２９に示す擬似連成功組み合わせ選択テーブルを用いてステップＳ２８０９において成
功組み合わせを選択して、演出図柄の変動を行う）ことを特徴とする。そのような構成に
よれば、特定演出の実行の有無に関する多様性を高めることができ、興趣を向上させるこ
とができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（手段２）手段１において、特殊画像が同期する識別情報が停止表示された場合に特定
演出を実行する演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００における
、ステップＳ５０６，Ｓ８４４を行う部分）を備え、演出実行手段は、特定演出として、
識別情報の可変表示が開始されてから識別情報の表示結果が導出表示されるまでに、識別
情報の可変表示を再度実行する所定回の再可変表示（例えば、再変動）を伴う再可変表示
演出（例えば、擬似連演出）を実行し、再可変表示の回数にもとづいて異なる割合にて、
停止表示する識別情報と同期する特殊画像の組み合わせを選択して識別情報の表示制御を
行う（例えば、Ｋの値にもとづいて図２９（１），（２）に示すいずれかの擬似連成功組
み合わせ選択テーブルを用いてステップＳ２８０９において成功組み合わせを選択して、
演出図柄の変動を行う）こととしてもよい。そのような構成によれば、再可変表示が行わ
れる度に、遊技者を特定演出の実行の有無に注目させることができ、興趣を向上させるこ
とができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（手段３）手段１または手段２において、特定演出実行決定手段による決定結果にもと
づいて異なる割合にて、複数の特殊画像（例えば、第１特殊画像態様、第２特殊画像態様
）から一の特殊画像を選択する特殊画像選択手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュ
ータ１００における、ステップＳ２８１０を行う部分）を備え、特殊画像表示制御手段は
、特殊画像選択手段によって選択された一の特殊画像を表示することとしてもよい。その
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ような構成により、表示される特殊画像の種類によって特定演出の実行の有無を示唆する
ことにより、特定演出の実行の有無に関する多様性を高めることができ、興趣を向上させ
ることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　（手段４）手段１から手段３のいずれかにおいて、複数の予告演出（例えば、本例の第
１予告演出～第４予告演出の他、大当り種別が確変大当りであることや、潜伏確変状態に
制御されていることを予告する予告演出や、先読み予告演出など）のうち実行する予告演
出を決定する予告演出決定手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけ
るステップＳ５００１～Ｓ５００４を実行する部分）と、予告演出決定手段によって実行
すると決定された予告演出を実行する予告演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００におけるステップＳ５０６，Ｓ８４５を実行する部分）と、識別情報の
可変表示パターン（例えば、変動パターン）を決定する可変表示パターン決定手段（例え
ば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ１０５を実行する部分）
とを備え、可変表示実行手段は、可変表示パターン決定手段による決定結果にもとづいて
、識別情報の可変表示を実行し（例えば、ステップＳ５０６，Ｓ８４４を実行し）、可変
表示パターンは、識別情報の可変表示が開始されてから識別情報の表示結果が導出表示さ
れるまでに仮停止させた後に識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示を所定回実行
する再可変表示パターン（例えば、擬似連演出を伴う変動パターン）を含み、予告演出決
定手段は、可変表示パターン決定手段によって再可変表示パターンに決定されているとき
には、複数の優先規則のうちの他の優先規則に比べて再可変表示が実行されることを予告
する予告演出（本例では第４予告演出（擬似連予告演出））の優先順位が高い優先規則（
本例では図３２（Ｃ）の優先規則テーブルに示される第３パターンまたは第４パターンの
優先規則）にしたがって実行される予告演出の数が所定数未満となるように予告演出を決
定する（例えば、ステップＳ５００６～Ｓ５００７を実行する）こととしてもよい。その
ような構成によれば、予告演出に関する設計をより柔軟にすることができ、遊技興趣を向
上させることができる。
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